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都市緑地法(略称:なし)

(昭和48年法律第72号)(公布日昭和48年q月 1日)(令和7年6月|日施行)(令和4年法律第68号)
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〈法律の骨格〉

この法律は、良好な都市環境の形成を園リ、健康で文化的な都市生活を確保することを目的に、 Iq73(昭和 48)年に『都市緑地保全法』として制定され、2006

(平成 18)年にその内容が大幅に改正きれて現在の名称となっています。

この法律では、市町村が作成する緑の基本計画【法第 2章】、都市近郊の比較的大規模な緑地の保全のために行為制限をかける緑地保全地域制度【法第 3章

第|節】、都市の良好な自然環境ヒなる緑地に建築行為などの行為制限をかける特別緑地保全地区制度【法第 3章第 2節】、緑地が不足している市街地などで

建築物の新築・増築を行う際に緑化を義務付ける緑化地域制度【第4章第 l節】などを規定しています。

以下の法律条文の抜粋では、生物多様性の保護地の観点から関連する条文を抜粋しています.

条項 条文 種類

第|条 (目的) 目的

この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関レ必要な事項を定めることによリ、都市公園法(昭和 31年法律第 7q号)そ

の他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律ヒ相まって、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生

活の確保に寄与するごとを目的ヒする。

第 3条第 l項 この法律において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地(厳地であるものを含む.)が、単独 定義

で若しくは一体となって、文はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良時な自然的環境を形成しているものをいう。

第 3条第 2項 この法律において「都市計画区域」ヒは都市計画法(昭和43年法律第 100号)第4条第2項解和由凱lに規定する都市計画区域を、「準 定義

都市計画区域」ヒは同項に規定する準都市計画区域をいう.
(解釈よの注釈 1)都市計画法第4条第2項の条文は「この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは

第5条の2の規定によ‘j指定守れた区域をいう.Jである.
;欠条(都市計画法第 5条)は『都市計画区域」に関する条項で第 1:項は「都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定
める要件に核当する町村の中必の市街地を含み、かっ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
る事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として
指定するものとする.ごの場合において、必要があるヒきは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる.Jである
(政令および国土交通省令の引用は省略).
都市計画法第5粂の2は「準都市計画区成」に閲する条項で第 l項は「都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物そ
の他の工作物〈以下建集物等Jtいう.)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われるヒ見込まれる区域を含み、語、
つ、自然的及ぴ社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律{咽和44年法律第 58号】その他の法令による土地利用の規制の状況その
他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずること
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な〈放置すれば、将来における 悼の都市tvrの整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあるヒ認められる 定白区域を、準都市計
画区峨ヒvr指定するこti>吋・きる.Jである(国土交通省令の引用は省略).

第 3条第 3項 =の法律において『首都圏近郊緑地保全区域」ヒは、首都圏近郊緑地保全法(昭和 41年法律第 101号.以下「首都圏保全法Jt~、主}第 3 定義

条第|項の規定による近郊緑地保全区域をいう。

第 3条第4項 =の法律において「近儀園近郊緑地保全区域」ヒは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第 103号.以下「近儀圃保全 定義

法Jt~、う.)第 5 条第 I 1賓の規定による近郊緑地保全区域をいう.

第 4条第 l項 (基本計画) 権限付与

市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内においT講じられるものを総 (市町村)

合的かっ計画的に実施するため、基本方針に基づき(広域計画が定められTいる場合にあっては、基本方針に基づくヒヒもに、当該広域計画を勘案し

刻、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画Jt~叶.)を定めるこヒができる.

第 5条第 l項 第 3章緑地保全地域等 権限付与

第 l節緑地保全地域 (都道府県)

(緑地保全地域に関する都市計画)

都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑

地保全地域を定めるこヒができる。

l無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの

2地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの

第 6条第 l項 (緑地保全地域における行為の規制等の基準) 義務

緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においTは、都道府県(市町区域内にあっては、当該市.以下「都道府県等Jt~寸.)は、第 (都道府県)

S条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない.この場合においT、当該都道府県にあっτ
は、これを関係町村に通知しなければならない。

第 8条第 l項 (緑地保全地域における行為の届出等) 義務

緑地保全地域(特別緑地保全地匡及び第20条第2項に規定する地E計画等緑地保全条例によリ制限を受けるE域を除く.以下=の条及び第6章第2節に (30万円以下の

おいT岡弘)内においT、次に掲げる行為をしようヒする者は、国土交通省令嗣ょの醐2で定めるヒころにより、あらかじめ、都道府県知事 罰金)

等にその旨を届け出なければならない.

|建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

2宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

3 木竹の伐採

4水面の埋立て又は干拓

5前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令棚上時限3で定めるもの
(解釈上回注釈 2)施行規則第2条で、『都道府県知事伸の区雄内にあっτは.当該市の舶の定めるどころにより、書面を提出」ヒ規定.
(解釈上回注釈3)施行令第2条で、 r屋外における土石、廃棄物又は再生資意の堆積』ヒ規定.
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第 12条第 l項 第 2節特別緑地保全地区 権限付与

(特別緑地保全地区に関する都市計画) (都道府県)

都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めるこヒが

できる.

l無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯

(雨水を一時的に貯留し;又は地下に浸透きせることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう.)ヒしT適切な位置、規模及び形

鰹を有するもの

2神社、寺院等の建造物、遺跡等ヒ一体ヒなっT、又は伝承若しくは風俗慣習ヒ結びついT当該地域においT伝統的又は文化的意

義を有するもの

3次のいずれかに該当し、かっ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの

イ風致又は景観が優れTいるこヒ.

ロ動植物の生息地又は生育地ヒしT適正に保全する必要があるこヒ.

第 14条第 l項 (特別緑地保全地区における行為の制限) 義務

特別緑地保全地区内においTは、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、しTはならない。ただし、公益性が特 (6月以下回拘

に高いヒ認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないヒ認められるもので政令嗣よ 禁刑又は30万

の醐 4で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な
円以下回罰金)

応急措置ヒL-r行う行為についTは、この限リでない.

l建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

2宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

3木竹の伐採

4水面の埋立て又は干拓

5前各号に掲げるもののほ地¥当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令嗣M 胡 Sで定めるもの
(解釈上旬注釈2)施行令第3条で、公益性が特に高いと鵠められる事業の実施に係る行為を規定(引用省略).
(解釈上旬注釈3)施行令第2条で、 r屋外における土石、廃棄物又は再生資混同堆積」と規定.




